
関連都市計画等の変更の概要
（用途地域、防火地域及び準防火地域、高度地区、日影規制）

地区計画の策定にあわせて、関連都市計画等の変更を行います。
なお、防火地域及び準防火地域、高度地区、日影規制は用途地域
の変更に伴い見直します。

※区域の境界は、道路中心又は道路端(都市計画道路については計画線)から20ｍです。

変更箇所は右図の①～⑭になります。
詳しくは裏面をご参照ください。

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺1/2,500の地形図及び道路網図、
鉄道網図を使用して作成したものである。無断複製を禁ず。
（承認番号）3都市基交著第20号令和3年5月14日
（承認番号）3都市基街都第37号令和3年5月12日
（承認番号）3都市基交都第3号令和3年4月28日



※別途地区計画による規制がありますので、あわせてご確認下さい。
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